
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 子ども・若者の現状 
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第１章 子ども・若者の人口 

１ 子ども・若者の人口推移 

令和５年 10 月１日現在の本県の総人口は 1,026,228人であり、このうち子ども・

若者（0～39 歳）の人口は、330,873 人で、総人口の 32.2％を占めている。 

    人口に占める子ども・若者の割合は年々減少しており、令和５年は令和元年より

1.6 ポイントの減少となっている。 

    また、年齢ごとの人口を見ると、令和５年 10月１日現在の１歳の人口は 5,738人

と、最も多い 73 歳の人口 18,966人の約３割程度となっている。 

図表１－１  子ども・若者人口及び総人口に占める割合の推移  

 

 

図表１－２  男女別の子ども・若者人口 
                                                                         （単位：人） 

年齢階級 総数 男 女 

0 ～  4 29,733 15,280 14,453 

5 ～  9 37,526 19,188 18,338 

10 ～ 14 42,239 21,650 20,589 

15 ～ 19 45,453 23,471 21,982 

20 ～ 24 39,973 21,391 18,582 

25 ～ 29 38,776 20,735 18,041 

30 ～ 34 43,605 22,580 21,025 

35 ～ 39 53,568 27,631 25,937 

計 330,873 171,926 158,947 
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資料：山形県統計企画課「山形県社会的移動人口調査」 

資料：山形県統計企画課「令和５年山形県社会的移動人口調査」 
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図表１－３  年齢別人口（令和５年 10 月１日現在） 
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資料：山形県統計企画課「令和５年山形県社会的移動人口調査」 
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２ 地域別の子ども・若者人口 

令和５年の子ども・若者人口（0～39歳）の地域別割合は、市部が 83.6％、郡部が

16.4％となっている。 

また、総人口に占める子ども・若者人口の割合は、県全体が 32.2%に対して、市部

は 33.3％、郡部は 27.7％となっている。市町村別では、東根市が 39.6％で最も高く、

西川町が 22.1％で最も低い。 

図表１－４  子ども・若者人口及び総人口に占める割合（地域別） 

（令和５年 10 月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

資料：山形県統計企画課「令和５年山形県社会的移動人口調査」 

子ども・若者

人口の

10～ 15～ 20～ 25～ 30～ 35～ 割　合

　14歳 　19歳 24歳 29歳 34歳 39歳

1,026,228 330,873 29,733 37,526 42,239 45,453 39,973 38,776 43,605 53,568 32.2% 100%

516,168 176,048 16,143 19,912 21,709 23,454 22,436 20,814 23,220 28,360 34.1% 53.2%

66,097 18,546 1,610 2,282 2,659 2,874 1,550 1,846 2,496 3,229 28.1% 5.6%

192,568 61,941 5,222 6,705 7,967 8,485 8,380 7,436 7,927 9,819 32.2% 18.7%

251,395 74,338 6,758 8,627 9,904 10,640 7,607 8,680 9,962 12,160 29.6% 22.5%

830,833 276,659 25,126 30,773 34,342 37,107 34,956 33,438 36,779 44,138 33.3% 83.6%

242,260 87,065 7,781 9,246 10,217 11,065 12,852 10,892 11,578 13,434 35.9% 26.3%

78,318 27,358 2,138 2,606 3,156 3,529 4,930 3,677 3,439 3,883 34.9% 8.3%

117,037 35,856 3,370 4,101 4,744 5,300 3,622 4,098 4,754 5,867 30.6% 10.8%

95,969 27,759 2,428 3,136 3,616 3,821 3,115 3,398 3,778 4,467 28.9% 8.4%

32,558 10,157 912 1,180 1,363 1,535 953 1,125 1,389 1,700 31.2% 3.1%

39,209 13,752 1,459 1,632 1,756 1,817 1,403 1,541 1,793 2,351 35.1% 4.2%

27,666 7,536 594 825 1,012 1,108 914 920 965 1,198 27.2% 2.3%

21,062 5,754 485 682 740 919 623 589 765 951 27.3% 1.7%

25,276 7,883 716 920 1,012 1,034 814 956 1,104 1,327 31.2% 2.4%

60,933 21,998 2,194 2,701 2,749 2,766 2,367 2,563 2,959 3,699 36.1% 6.6%

47,799 18,908 1,931 2,226 2,245 2,360 2,119 2,298 2,578 3,151 39.6% 5.7%

13,611 3,329 258 428 503 604 252 320 408 556 24.5% 1.0%

29,135 9,304 860 1,090 1,229 1,249 992 1,061 1,269 1,554 31.9% 2.8%

195,395 54,214 4,607 6,753 7,897 8,346 5,017 5,338 6,826 9,430 27.7% 16.4%

13,267 4,230 385 515 600 665 427 390 520 728 31.9% 1.3%

10,281 3,008 251 379 384 451 332 344 345 522 29.3% 0.9%

16,662 4,697 368 620 680 723 495 381 598 832 28.2% 1.4%

4,511 998 77 108 143 196 104 91 127 152 22.1% 0.3%

5,820 1,373 123 152 181 230 148 128 175 236 23.6% 0.4%

7,107 1,954 126 226 295 293 243 215 249 307 27.5% 0.6%

5,980 1,446 111 172 204 257 157 142 160 243 24.2% 0.4%

4,667 1,292 113 167 190 215 107 112 174 214 27.7% 0.4%

7,396 1,842 146 251 300 310 118 142 243 332 24.9% 0.6%

4,647 1,133 100 138 169 201 66 86 138 235 24.4% 0.3%

6,554 1,590 112 213 237 268 120 140 223 277 24.3% 0.5%

2,771 730 62 91 135 110 42 56 96 138 26.3% 0.2%

3,633 881 87 122 136 119 65 87 114 151 24.2% 0.3%

3,871 921 78 120 129 116 79 98 119 182 23.8% 0.3%

21,311 6,792 608 833 982 972 664 734 850 1,149 31.9% 2.1%

13,558 3,718 344 439 523 576 393 339 445 659 27.4% 1.1%

6,604 1,765 121 197 258 330 163 182 216 298 26.7% 0.5%

12,158 3,361 285 384 550 518 296 334 407 587 27.6% 1.0%

6,208 1,760 150 236 257 277 128 153 197 362 28.4% 0.5%

7,323 2,413 248 352 331 291 193 278 325 395 33.0% 0.7%

18,921 5,418 465 663 772 788 439 635 723 933 28.6% 1.6%

12,145 2,892 247 375 441 440 238 271 382 498 23.8% 0.9%遊 佐 町
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３ 若者の県外流出の状況 

令和４年 10 月から令和５年９月までの県外からの転入者数は 14,862 人、県外へ

の転出者数 18,023 人で、3,161人の転出超過となっている。 

県外への転出者のうち、15 歳から 34 歳までが 11,857 人で全体の６割以上を占め

ており、県外からの転入者数は 8,864人で 2,993 人の転出超過となっている。 

県外への転出者数を年齢別でみると、23 歳が 1,463人と最も多く、次いで 22歳が

1,228人、19歳が 1,066 人と続いており、高校や大学等の卒業や就職を迎える若者層

の県外流出傾向が際立っている。 

図表１－５  年齢別県外転入・転出者数（令和４年 10 月～令和５年９月） 

 資料：山形県統計企画課「令和５年山形県社会的移動人口調査」 
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第２章 子ども・若者の生活習慣と意識・行動 

１ 基本的生活習慣の状況 

（１）朝食を毎日食べている児童生徒の割合 

「朝食を毎日食べていますか」の問いに対して、本県の小学生の 85.4％、中学生

の 81.8％が「毎日食べる」と回答しており、全国よりも上回っているが、1割以上の

家庭で朝食を欠食する子どもがいる状況である。 

図表２－１ 朝食を毎日食べている児童生徒の割合 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童生徒の就寝時間の状況 

「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」の問いに対して、本県の小学生の

37.3％、中学生の 36.7％が「寝ている」と回答しており、中学生は全国より高いが、

小学生は全国より低い割合となっている。 

図表２－２ 毎日、同じくらいの時刻に就寝する児童生徒の割合 

    

 

  

資料：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」 

資料：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」 
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２ 子どもの意識 

「自分にはよいところがあると思いますか」や「将来の夢や目標を持っていますか」

という問いに対しての肯定的な回答は、本県の小中学生とも全国平均をやや上回っ

ている。 

 

図表２－３ 自分にはよいところがあるか 

 

 

図表２－４ 将来の夢や目標を持っているか 

 
 

３ 子ども・若者の活動状況 

（１）児童生徒によるボランティア活動の状況 

本県の児童生徒がボランティア活動に従事する率は全国平均に比べて高くなって

いる。 

 図表２－５ ボランティア活動の行動者率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：総務省「平成 28 年、令和３年社会生活基本調査」 

資料：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」 

資料：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」 
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（２）YYボランティア活動の状況 

本県の市町村や地域住民によって運営され、地元の青少年が学校の枠を超えて集

まり活動している「YY ボランティア」は全国的にも珍しく、多様な活動が見られ、

団体数は近年 50 団体前後で推移している。 

図表２－６ YYボランティアサークルの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）主な少年団体とその加入状況 

少年の自主的な健全育成等に関する主な組織として、ボーイスカウト、ガールスカ

ウト、スポーツ少年団などがある。主な少年団体の加入者は減少傾向にある。 

図表２－７ 主な少年団体の加入者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「ボーイスカウト、ガールスカウト」は山形県生涯教育・学習振興課 

「スポーツ少年団」は日本スポーツ協会 HP 

※「ガールスカウト」の人数は少女会員数を記載（就学前１年生から高校生年代まで） 
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（参考） 

ボーイスカウト 

「世界スカウト機構憲章」に基づき、日本におけるボーイスカウト運動を普及し、そ

の運動を通じて青少年の優れた人格を形成し、かつ国際友愛精神の増進を図り、青少

年の健全育成に寄与することを目的とする。 

（「（公財）ボーイスカウト日本連盟」ＨＰ引用） 

ガールスカウト 

少女と若い女性が自分自身と他の人々の幸福と平和のために責任ある市民として、

自ら考え、行動できる人となれるようにする。 

（「（公社）ガールスカウト日本連盟」ＨＰ引用） 

スポーツ少年団 

日本スポーツ少年団は、本会の目的に従い、スポーツ少年団の普及と育成及び活動

の活発化を図り、青少年にスポーツを振興し、もって青少年の身心の健全な育成に資

することを目的とする。 

   （「（公財）日本スポーツ協会 日本スポーツ少年団設置規定」ＨＰ引用） 

（４）青年の団体・グループとその加入状況 

青年の自主的な団体・グループは、青年団や青年地域活動団体、勤労青少年グルー

プなどがある。 

令和４年度の青年の団体・グループの加入者は、令和３年度と比較して、381人増

加した。 

図表２－８ 主な青年の団体・グループの加入者の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

青年団 

町や村など地縁的なつながりを基にして組織された団体。 

青年地域活動団体 

おおむね高等学校卒業以後にあたる者を中心として組織した団体。 

勤労青少年ホーム 

勤労青少年の様々な相談・指導を行うと共に、余暇の有効活用を支援する事業を行

う施設。県内には２市（寒河江・天童）に設置されている。 

資料 : 「青年団」、「青年地域活動団体」は山形県生涯教育・学習振興課 

     「勤労青少年ホーム」は山形県雇用・産業人材育成課 
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（５）地域おこし協力隊の活動状況 

令和５年度は、各市町村において 184 名の地域おこし協力隊員が地域おこしの支

援等の活動に携わっている。 

図表２－９ 市町村別地域おこし協力隊活動状況 

  

 

資料：総務省「令和５年度における地域おこし協力隊の活動状況」 

（参考） 

○地域おこし協力隊の制度概要： 

 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を

異動し、生活の拠点を移した者を、地方公共団体が「地

域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地

域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・

ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住

民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、そ

の地域への定住・定着を図る取組。 

○実施主体：地方公共団体 

○活動期間：概ね１年から３年 

○総務省の支援： 

 地域おこし協力隊員の活動・起業・募集等に要する経

費について、特別交付税による財政支援が行われる。 

 

（単位：人） 

市町村名 隊員数

山形市 2

米沢市 12

鶴岡市 3

酒田市 3

新庄市 8

寒河江市 5

上山市 5

村山市 4

長井市 18

天童市 4

東根市 1

尾花沢市 3

南陽市 7

中山町 2

河北町 10

西川町 18

朝日町 7

大江町 5

大石田町 8

金山町 2

最上町 4

舟形町 1

真室川町 2

鮭川村 5

戸沢村 3

高畠町 6

川西町 3

小国町 7

白鷹町 9

飯豊町 5

庄内町 4

遊佐町 8
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第３章 子ども・若者をめぐる社会環境の変化 

１ 情報化社会の進展状況 

全国におけるインターネット利用率（個人）は、84.9％（総務省「令和４年通信

利用動向調査」）となっている。 
情報化社会の進展は、生活の利便性を向上させるとともに、新たな知的価値や産

業を創造する一方で、人間関係などに負の影響を及ぼすほか、子どもや若者が犯罪

の被害者あるいは加害者となる恐れがある。 

 

２ 子ども・若者を取り巻く有害環境等 

（１）SNS※に起因する事犯の被害児童数の推移（全国） 

近年は、X（旧 Twitter）や LINE などの SNS を介して子どもや若者がトラブルに

巻き込まれるケースが多く発生しており、全国の SNS に起因した事件の被害児童数

は令和元年に 2,000 人を超えた。令和５年は前年比で 67 人減少し、1,665 人となっ

た。 
子どもや若者がネット上の犯罪・トラブル等に巻き込まれないことはもちろんの

こと、安心してインターネットを利用できるよう、学校現場・地域における対策が

求められている。 

※SNSとは、ソーシャルネットワーキングサービスの略。登録するとインターネッ

ト上で友人などと交流することができる。 

 

図表３－１  SNSに起因する事犯の被害児童数の推移（全国） 
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資料：警察庁「少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」  
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（２）SNSに起因する福祉犯※被害児童数 

令和５年は福祉犯被害のうち SNS を介した被害が３件あり、SNS を介した被害の

構成比は 16.7％となっている。 

※福祉犯とは、児童福祉法違反や児童買春等の少年の心身に有害な影響を与え、少

年の福祉を害する犯罪をいう。 

 

図表３－２  SNSに起因する福祉犯被害児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）小・中・高校生を対象とした犯罪・声かけ等事案 

小・中・高校生の登下校時等の声かけ等事案数は減少傾向にあったが、令和５年

は 239件と、前年比 17 件増加している。年間 200 件を超える事案があり、子どもの

安全を確保するためには、地域における見守り活動が重要である。 

図表３－３  小・中・高校生を対象とした犯罪・声かけ等事案件数の推移 
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資料：山形県警察本部人身安全少年課「子どもを対象とした犯罪・声かけ等の取扱状況」 

資料：山形県警察本部人身安全少年課 
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（４）薬物犯罪の状況 

薬物犯罪については、全国及び県内でも大麻事犯が増加傾向にあり、特に 20代以

下の若年層の増加が懸念される。県では平成 28 年４月１日に「山形県危険な薬物か

ら県民の命とくらしを守る条例」を施行し、県民一丸となって薬物乱用を防止する

環境の整備を行っている。 

図表３－４  薬物事犯別検挙人員の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３－５  薬物事犯別検挙人員の推移 
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※令和３年までは、薬物事犯以外の罪での検挙も含む。 

資料：山形県警察本部組織犯罪対策課 

資料：警察庁「組織犯罪の情勢」 
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図表３－６  大麻事犯年齢別検挙人数の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３－７  大麻事犯年齢別検挙人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁「組織犯罪の情勢」 

 

※令和３年までは、薬物事犯以外の罪での検挙も含む。 
資料：山形県警察本部組織犯罪対策課 
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第４章 若者（１５～３４歳）の労働 

１ 若者の就労状況 

（１）産業別就労人口 

令和２年 10月１日現在の国勢調査の結果によると、15～34歳の就業者数は 111,253

人で、５年前（平成 27 年）の 123,203 人と比較して、11,950 人減少している。内訳

は、15～24歳の就業者数で 1,660人、25～34歳の就業者数で 10,290人の減少となっ

ている。 

産業別で最も就業者数が多いのは、製造業の 25,382人で、次いで医療、福祉の 17,664

人、卸売・小売業の 16,245人となっている。 

就業者数の推移を産業別にみると、第１次産業で 403 人減少、第２次産業で 4,241

人減少、第３次産業で 9,612人減少している。 

図表４－１  15～34歳人口の産業別就労人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15～24歳 25～34歳 計 15～24歳 25～34歳 計

32,735 78,518 111,253 100% 34,395 88,808 123,203 100% ▲ 1,660 ▲ 10,290 ▲ 11,950

農業 559 1,917 2,476 2.23% 599 2,275 2,874 2.33% ▲ 40 ▲ 358 ▲ 398

林業 47 151 198 0.18% 47 162 209 0.17% 0 ▲ 11 ▲ 11

漁業 35 23 58 0.05% 11 41 52 0.04% 24 ▲ 18 6

鉱業 7 18 25 0.02% 7 23 30 0.02% 0 ▲ 5 ▲ 5

建設業 2,238 5,165 7,403 6.65% 2,534 6,419 8,953 7.27% ▲ 296 ▲ 1,254 ▲ 1,550

製造業 8,055 17,327 25,382 22.81% 7,781 20,287 28,068 22.78% 274 ▲ 2,960 ▲ 2,686

電気・ガス･熱供
給・水道業

144 368 512 0.46% 183 333 516 0.42% ▲ 39 35 ▲ 4

情報通信業 347 933 1,280 1.15% 290 1,036 1,326 1.08% 57 ▲ 103 ▲ 46

運輸・郵便業 629 2,018 2,647 2.38% 687 2,498 3,185 2.59% ▲ 58 ▲ 480 ▲ 538

卸売・小売業 5,509 10,736 16,245 14.60% 5,811 13,975 19,786 16.06% ▲ 302 ▲ 3,239 ▲ 3,541

金融・保険業 551 1,756 2,307 2.07% 685 1,907 2,592 2.10% ▲ 134 ▲ 151 ▲ 285

不動産業 193 567 760 0.68% 268 730 998 0.81% ▲ 75 ▲ 163 ▲ 238

学術研究，専門・
技術サービス業

399 1,331 1,730 1.56% 411 1,553 1,964 1.59% ▲ 12 ▲ 222 ▲ 234

飲食店、宿泊業 3,258 2,890 6,148 5.53% 3,297 3,911 7,208 5.85% ▲ 39 ▲ 1,021 ▲ 1,060

生活関連サービス
業、娯楽業

1,004 6,116 7,120 6.40% 1,377 3,206 4,583 3.72% ▲ 373 2,910 2,537

教育、学習支援業 1,519 3,573 5,092 4.58% 1,192 3,317 4,509 3.66% 327 256 583

医療、福祉 4,089 13,575 17,664 15.88% 4,742 15,305 20,047 16.27% ▲ 653 ▲ 1,730 ▲ 2,383

複合サービス事業 413 1,111 1,524 1.37% 411 1,550 1,961 1.59% 2 ▲ 439 ▲ 437

サービス業（他に分
類されないもの）

1,039 3,028 4,067 3.66% 1,039 3,417 4,456 3.62% 0 ▲ 389 ▲ 389

公務（他に分類され
ないもの）

2,024 4,900 6,924 6.22% 1,920 4,691 6,611 5.37% 104 209 313

676 1,015 1,691 1.52% 1,103 2,172 3,275 2.66% ▲ 427 ▲ 1,157 ▲ 1,584

641 2,091 2,732 2.46% 657 2,478 3,135 2.54% ▲ 16 ▲ 387 ▲ 403

10,300 22,510 32,810 29.49% 10,322 26,729 37,051 30.07% ▲ 22 ▲ 4,219 ▲ 4,241

21,118 49,012 70,130 63.04% 22,313 57,429 79,742 64.72% ▲ 1,195 ▲ 8,417 ▲ 9,612
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資料：総務省「平成 27年、令和２年国勢調査」 
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図表４－２  15～34歳人口の産業別就労割合 

 

 

 

（２）若者の就業状態 

令和４年 10 月１日現在の 15～34 歳の人口（170.7 千人）をふだんの就業状態別に

みると、有業者は 109.2千人（人口に占める割合は 64.0％）、無業者は 61.4千人（同

36.0％）となった。 

平成 29年と比べると、有業者の割合は 1.1ポイント低下し、無業者の割合は 1.1ポ

イント上昇した。 

図表４－３  15～34歳人口の就業状態                             (単位：千人） 
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（単位：％） 

資料：総務省「令和２年国勢調査」 
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合計 △ 20.4 △ 15.2 △ 1.1 △ 0.1 △ 1.3 △ 13.5 △ 0.5 △ 6.6 △ 6.5 △ 2.2 △ 1.2 △ 3.2 △ 5.3 1.1 △ 3.2 △ 5.2 3.2

男 △ 9.1 △ 10.1 △ 4.3 0.3 △ 0.9 △ 9.6 △ 0.6 △ 7.4 △ 1.9 0.1 0.1 △ 1.9 1.0 4.3 △ 0.3 △ 1.4 2.6

女 △ 11.3 △ 5.0 2.4 △ 0.3 △ 0.5 △ 3.9 △ 0.1 0.8 △ 4.7 △ 2.4 △ 1.0 △ 1.4 △ 6.4 △ 2.4 △ 3.1 △ 3.9 0.6

増
減

無業者
割合総数

家事をし
ている

通学し
ている

その他
会社
等の
役員

正規の
職員・
従業者

区分
15～34

歳
県人口 総数

有業者
割合

自営
業者

家族
従業者

　雇用者

総数非正規
の職員・
従業員



- 16 - 

 

（３）雇用者（役員を除く）の雇用形態 

雇用者（役員を除く）の雇用形態別人数をみると、15～34歳の正規就業者（正規の

職員・従業員）は 81.8 千人で全体の雇用者に占める割合は 77.0％となっており、平

成 29年と比べると、3.0ポイント上昇している。 
 

図表４－４  男女、年齢階級、雇用形態別人数と割合 
（単位：千人、％、ポイント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４－５  雇用者（若年層）の雇用形態別割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「平成 29年、令和４年就業構造基本調査」 

資料：総務省「就業構造基本調査」 

(注）雇用者は役員を除く。 
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（４）若年男女別の現金給与額の状況 

若年層の現金給与額については、男女とも全国平均を下回っている。 

全国平均に比べ、20～24歳において、男性は約２万２千円、女性は約２万６千円の

差が生じており、30～34歳では、男性は約６万２千円、女性は約５万３千円まで差が

拡大している。 

図表４－６  若年者男女別の現金給与額の状況 

（５）若者の失業率の推移 

全年齢の平均に比べて若年層の失業者率は高くなっており、就職して数年以内での

離職、新卒の無業者や失業者など、様々な要因が考えられる。 

 

図表４－７  若者の失業率の推移（全国） 
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資料：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査」 
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２ 新規学卒者の状況 

（１）高等学校卒業後の状況 

令和５年３月の高等学校（全日制課程・定時制課程）卒業者数は、8,767 人（男子 

4,515 人、女子 4,252 人）で、前年度より 231 人減少（△2.6％）している。 

卒業者の進路別内訳をみると、「大学等進学者」が 4,282 人（48.8％）で最も多く、

次いで「就職者等」2,158 人（24.6％）、「専修学校（専門課程）進学者」1,784 人（20.3％）

などとなっている。 

 

図表４－８  高等学校（全日制課程・定時制課程）進路別卒業者数・構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４－９  高等学校（全日制課程・定時制課程）卒業者の卒業後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※就職者等数：A～D以外の就職した者で、自営業主、常用労働者（無期雇用労働者及び有期雇用労働者）、

臨時労働者に該当する者の数 

※就職者総数：自営業主、無期雇用労働者、有期雇用労働者のうち雇用期間が１年以上かつフルタイム相

当の者、及び A～Dのうち就職している者を加えた合計数 

 

 

  

資料：山形県統計企画課「令和５年度学校基本調査-令和４年度間卒業者-」 

 

 

（単位：人、％） 

（単位：人、％） 

資料：山形県統計企画課「令和５年度学校基本調査-令和４年度間卒業者-」 

 

 

A B C D E

大学等

進学者数

専修学校
（専門課程）

進学者数

専修学校
（一般過程）

等入学者数

公共職業能
力開発施設

等入学者数

就職者等数

総数 8,767 4,282 1,784 163 177 2,158 203 1 6

構成比 100.0 48.8 20.3 1.9 2.0 24.6 2.3

卒業者数
左記以外、

不詳・死亡

左記A、B、
C、Dのうち就

職している者
（再掲）

左記E有期雇

用労働者のう

ち雇用契約期

間が一年以

上、かつフルタ

イム勤務相当

の者（再掲）

うち県内
進学者数

うち県内
就職者数

県内
進学率

県内
就職率

大学等
進学率

就職率
県内

就職率

平成31年３月 9,849 4,390 1,352 2,933 2,285 44.6 30.8 29.8 77.9 54.7 17.7 80.6

令和２年３月 9,791 4,515 1,261 2,745 2,036 46.1 27.9 28.0 74.2 55.8 17.4 80.8

令和３年３月 9,381 4,355 1,213 2,561 2,048 46.4 27.9 27.3 80.0 57.4 15.7 81.9

令和４年３月 8,998 4,450 1,199 2,269 1,820 49.5 26.9 25.2 80.2 59.5 14.7 82.5

令和５年３月 8,767 4,282 1,122 2,152 1,710 48.8 26.2 24.5 79.5 60.8 14.2 82.0

区分 卒業者数

（参考：全国）大学等進学者数 就職者総数 大学等進学率 就職率
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（２）新規学校卒業者の職業紹介状況 

令和５年３月卒の高校生への県内求人数は 6,490 人で、前年度と比較すると、838

人の増加となっている。求人倍率は 3.91倍で、前年同期比で 0.60ポイント上昇して

いる。 

また、県内への就職率は 98.9％で、前年同期比で 0.9ポイント低下した。 

 

図表４－１０ 新規学校卒業者の職業紹介状況の推移 

（１）中学校                        （単位：人、ポイント、％） 

（２）高等学校                       （単位：人、ポイント、％） 

 

図表４－１１ 新規学校卒業者（高等学校）の求人数及び求人倍率の推移 

 

  

3１年3月卒 2年3月卒 3年3月卒 4年3月卒 5年3月卒 前年比

1 2 0 0 1 -

 うち県内 1 1 0 0 0 -

1 1 0 0 0 -

1.00 1.00 - - - -

1 2 0 0 1 -

 うち県内 1 1 0 0 0 -

100.0 100.0 - - 100.0 -

 うち県内 100.0 100.0 - - - -

 求職者数

 求人数(県内)

 求人倍率(県内)

 就職者数

 就職率

3１年3月卒 2年3月卒 3年3月卒 4年3月卒 5年3月卒 前年比

2,719 2,524 2,356 2,054 2,036 ▲ 0.9

 うち県内 2,156 1,930 1,916 1,708 1,658 ▲ 2.9

6,438 5,912 5,271 5,652 6,490 14.8

2.99 3.06 2.75 3.31 3.91 0.60

2,710 2,516 2,343 2,050 2,018 ▲ 1.6

 うち県内 2,147 1,923 1,903 1,704 1,640 ▲ 3.8

99.7 99.7 99.4 99.8 99.1 ▲ 0.7

 うち県内 99.6 99.6 99.3 99.8 98.9 ▲ 0.9

 就職率

 求職者数

 求人数(県内)

 求人倍率(県内)

 就職者数

資料：山形労働局「令和５年３月新規学校卒業者の職業紹介状況（４月末最終）について」 

資料：山形労働局「新規学校卒業者の職業紹介状況（４月末最終）について」 

6,438
5,912

5,271 5,652
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2.99 3.06
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3.31

3.91
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5

0
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4,000
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6,000

7,000
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求人数
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（３）新規高等学校卒業者の産業別・規模別新規求人受理状況 

令和５年３月の高等学校卒業者の求人状況を産業別にみると、伸び率は鉱業、採石

業、砂利採取業が一番高く（前年比 100.0％）、減少率は電気・ガス・熱供給・水道業

が一番高かった（前年比▲12.5％）。 

規模別の求人については、すべての規模の事業所で増加している。 

図表４－１２ 新規学校卒業者（高等学校）の産業別・規模別新規求人受理状況 

資料：山形労働局「令和５年３月新規学校卒業者の職業紹介状況（４月末最終）について」 

 

 

  

４年度累計 前年同期 増減比（％）

75 40 87.5

2 1 100.0

1,323 1,310 1.0

2,233 1,895 17.8

14 16 ▲ 12.5

44 44 0.0

742 459 61.7

666 626 6.4

51 49 4.1

50 50 0.0

281 201 39.8

121 120 0.8

24 14 71.4

457 465 ▲ 1.7

57 64 ▲ 10.9

348 296 17.6

2 2 0.0

6,490 5,652 14.8

29人以下 2,184 1,884 15.9

30～99人 2,048 1,937 5.7

100～299人 1,013 924 9.6

300～499人 316 288 9.7

500～999人 230 184 25.0

1,000人以上 699 435 60.7

産業・規模

金融、保険業、不動産、物品賃貸業

農林、漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

サービス業（他に分類されないもの）

公務・その他

合　　計

事
業
所
規
模

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業
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（４）在職期間別離職状況（高等学校卒業者） 

高等学校卒業者の在職期間別離職状況をみると、３年間の離職率は減少傾向となっ

ている。 

また、１～３年間の離職率は、いずれも全国と比較して低い。 

 

図表４－１３  在職期間別離職状況（高等学校卒業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

  

資料：山形労働局 

３年間の離職率 
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第５章 困難を有する子ども・若者 

１ 若年無業者（ニート）の状況 

（１）若年無業者の割合 

令和４年の就業構造基本調査によると、本県の若年無業者（いわゆる「ニート」）の

割合は、男女とも全国平均を上回っている。 

 

図表５－１ 若年無業者の割合推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※若年無業者（ニート）…15～34 歳の無業者で、家事も通学もしていない者のうち、以下（①及び

②）の者をいう。 

 ①就業を希望している者のうち、求職活動をしていない者（非求職者） 

 ②就業を希望していない者（非就業希望者） 

（２）新卒無業者の状況 

令和５年３月卒の高校・大学卒業者のうち、進学も就職もしなかった「新卒無業者」

の割合は、高等学校卒業者は全国・県とも前年と比較して増加しているが、大学卒業

者は全国・県とも減少している。 

 

図表５－２ 新卒無業者の割合推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和元年までは卒業後、一時的な仕事についた者も含まれる。  

 資料：文部科学省「学校基本調査」  

 

資料：総務省「就業構造基本調査」 
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２ ひきこもり等の状況 

（１）困難を有する若者に関するアンケート調査 

平成 30 年４月～７月に県内全ての民生委員児童委員に対し、ひきこもりやニート

等の「社会生活に参加する上で困難を有する若者等」に関するアンケート調査を実

施したところ、該当者の人数は 1,429人で、そのうち 15 歳から 39歳までの「若

者」は 629 人となり、平成 25 年調査より減少している。さらに若年層の出現率も低

下している。 
 

図表５－３ 社会生活に参加する上で困難を有する若者等の該当者数及び出現率 

（平成 30 年） 

【年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,607 693 106 356 452 1,141 466 1,429 596 132 332 369 950 479 

0.14%
0.12%

0.13%

0.16% 0.16%

0.12%

0.20%

0.13%

0.11%

0.18%

0.16%

0.14%

0.11%

0.22%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0

200
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800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

合計 村山 最上 置賜 庄内 市部 町村部

（人） H25該当者数

H30該当者数

H25出現率

H30出現率

1,607 98 321 436 389 233 95 35 1,429 57 188 384 376 239 143 42 

0.14%

0.17%

0.33%
0.33%

0.29%

0.15%

0.02%

0.13%
0.11%

0.22%

0.33%

0.27%

0.17%

0.03%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400
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1,800

合計 15～19歳 20代 30代 40代 50代 60代以上 無回答

（人） H25該当者数

H30該当者数

H25出現率

H30出現率

※ひきこもりの定義 

様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家

庭外での交遊など）を回避し、原則的には６ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続

けている状態（他者と交わらない形での外出をしていてもよい） 

－厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」より－ 

資料：山形県若者活躍・男女共同参画課「平成 30 年度困難を有する若者等に関するアンケート調査報告書」 
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（２）ひきこもりに関する推計（内閣府推計値） 

令和４年 11 月に内閣府が実施した調査に基づく推計では、ひきこもりの若者（15

～39 歳）の数は、広義で 65.3 万人、狭義で 35.0 万人とされており、前回調査と比

較して、広義で 11.2万人、狭義で 17.4万人増加している。 

全国の出現率を本県の人口に当てはめると、本県には広義で約 4,700 人、狭義で

約 2,500 人の該当者がいると推計される。 

図表５－４ ひきこもりの状態にある若者の内閣府推計値（全国） 

【平成 27 年】 

資料：内閣府「若者の生活に関する調査」 

【令和４年】 

資料：内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査」 

  ※①～③に当てはまる者を狭義のひきこもり、④に当てはまる者を準ひきこもりといい、

両者を合わせて広義のひきこもりという。 

  ※本県の推計数の算出に用いた 15～39 歳の人口は、以下のとおり。 

H27 266,983 人 平成 27 年国勢調査 

R4 226,902 人 令和４年社会的移動人口調査 

 

 

ひきこもりの状態 
出現率 

（％） 
全国の推計数（万人） 

本県の推計数

（人） 

①自室からは出るが、家からは
出ない 
又は②自室からほとんど出ない 

0.16 5.5 
狭義のひきこもり 

17.6 
1,400 

③ふだんは家にいるが、近所の
コンビニなどには出かける 

0.35 12.1 

④ふだんは家にいるが、自分の
趣味に関する用事のときだけ外
出する 

1.06 準ひきこもり   36.5 2,800 

計 1.57 広義のひきこもり 54.1 4,200 

ひきこもりの状態 
出現率 

（％） 
全国の推計数（万人） 

本県の推計数 

（人） 

①自室からは出るが、家からは
出ない 

又は②自室からほとんど出ない 

0.36 11.5 
狭義のひきこもり 

35.0 2,500 
③ふだんは家にいるが、近所の
コンビニなどには出かける 

0.74 23.6 

④ふだんは家にいるが、自分の
趣味に関する用事のときだけ外

出する 

0.95 準ひきこもり   30.3 2,200 

計 2.05 広義のひきこもり 65.3 4,700 
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（３）ひきこもり等の相談件数 

県内４ヶ所の保健所（村山・最上・置賜・庄内）における令和４年度のひきこもり

相談件数の合計は、前年度比で 21件の減となっている。同じく「自立支援センター

巣立ち」における相談件数は、前年度比で 19件の増となっている。 

また、県内に８ヶ所ある若者相談支援拠点における令和４年度の相談支援件数の

合計は 5,649件で、前年度比で 45件の減となっている。 

図表５－５ 各保健所におけるひきこもり相談件数の推移       （単位：件） 

 

図表５－６ ひきこもり相談支援窓口「自立支援センター巣立ち」相談件数の推移 

 （単位：件）  

 

 

図表５－７ 若者相談支援拠点相談件数の推移 
令和２年度まで６拠点、令和３年度から８拠点の合計（延数） 

年度 
相談支援件数 居場所支援利

用者数(人） 合計 面接 電話 訪問 その他※ 出張 

平成 30 3,412 979 1,563 229 372 269 7,935 

令和元 3,315 1,028 1,358 264 400 265 6,305 

2 3,607 1,020 1,709 209 498 171 5,234 

3 5,694 1,462 2,567 380 935 350 7,229 

4 5,649 1,516 2,041 562 1,143 387 7,755 

※相談支援の「その他」は電子メール、手紙、外出同行など 

 

 

 

 

 

資料：山形県多様性・女性若者活躍課 

資料：山形県障がい福祉課 

資料：山形県障がい福祉課 

平成30 421 6 183 116 726

令和元 226 12 114 155 507

2 227 7 91 61 386

3 246 16 24 70 356

4 265 10 25 35 335

計
　　　 保健所

 年度
村山 最上 置賜 庄内

年度 平成30 令和元 2 3 4

相談件数 353 492 560 543 562
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３ 不登校の状況  

（１）学校数及び児童・生徒数 

令和５年度の学校数は、前年度と比べて小学校で７校減少した。義務教育学校（義

務教育の小学校課程から中学校課程を一貫して行う学校）と中学校、高等学校は、前

年度と変化はなかった。 

児童・生徒数は年々減少しており、令和５年度は前年度より 2,570人少ない 99,923

人となっている。内訳をみると、小学校が 1,374 人の減少、中学校が 557 人の減少、

義務教育学校が 20 人の減少、高等学校が 619 人の減少となっている。 

 

図表５－８ 学校数及び児童・生徒数の推移 
（単位：校、人） 

 

（２）小・中学校における長期欠席の児童・生徒数  

令和４年度の 30 日以上登校しなかった長期欠席者数は、小学校は 964 人で前年度

より 417 人の増加、中学校は 1,780 人で前年度より 437人の増加となっている。 

この中で、不登校※を理由とする児童・生徒数は、小学校が 685 人で前年度より 257

人増加、中学校が 1,388 人で前年度より 262 人増加している。全児童・生徒数に占め

る割合は、小学校が 1.40％、中学校が 5.19％で、全国平均（小学校 1.70％、中学校

5.98％）を下回っている。  

図表５－９ 理由別長期欠席者数の推移 
（単位：人、％） 

 

 

 

 

 

 

 

  

※（ ）内の数字は、全児童・生徒数に占める理由別長期欠席者の割合 

資料：文部科学省「学校基本調査」 

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 

計 不登校 病気 経済的理由
新型コロナウイルス

の感染回避
その他

平成30年度 332(0.62) 249(0.47) 56(0.10) － － 27(0.05)

令和元年度 375(0.72) 278(0.53) 76(0.15) － － 21(0.04)

令和２年度 471(0.92) 344(0.67) 59(0.11) － 51(0.10) 17(0.03)

令和３年度 547(1.09) 428(0.86) 70(0.14) － 27(0.05) 22(0.04)

令和４年度 964(1.97) 685(1.40) 119(0.24) － 64(0.13) 96(0.20)

平成30年度 965(3.38) 861(3.01) 72(0.25) － － 32(0.11)

令和元年度 981(3.49) 875(3.12) 89(0.32) － － 17(0.06)

令和２年度 1,040(3.76) 882(3.19) 119(0.43) － 19(0.07) 20(0.07)

令和３年度 1,343(4.90) 1,126(4.11) 159(0.58) － 25(0.09) 33(0.12)

令和４年度 1,780(6.65) 1,388(5.19) 236(0.88) － 60(0.22) 96(0.36)

区分

小
学
校

中
学
校

義務教育

学校

平成30 252 101 1 61 53,308 28,417 382 30,160 112,267

令和元 249 99 1 61 52,034 27,938 383 29,251 109,606

2 244 97 1 61 50,885 27,473 374 28,281 107,013

3 234 94 3 61 49,164 26,969 1,276 27,233 104,642

4 230 94 3 60 48,241 26,362 1,211 26,679 102,493

5 223 94 3 60 46,867 25,805 1,191 26,060 99,923

R４－R５ △ 7 0 0 △ 1,374 △ 557 △ 20 △ 619 △ 2,5700

高等学校 計
学校

　　　　区分

　年度

学校数 児童・生徒数

小学校 中学校
高等

小学校 中学校
義務教育

学校

※不登校の定義 

 30 日以上欠席した児童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会

的要因・背景により、児童生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にある

者。 
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図表５－１０ 不登校児童・生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高等学校における長期欠席の生徒数 

令和４年度の県内高等学校における長期欠席者は 1,171 人で、前年度より 369 人

増加している。この中で不登校を理由とする生徒数は 588 人で、前年度より 102人増

加している。1,000 人あたりの不登校生徒数は 22.1人で、全国平均の 20.4人と比べ

てやや多くなっている。  

図表５－１１ 理由別長期欠席者数の推移            （単位：人） 

年度 計 不登校 病気 経済的理由 
新型コロナウイルス

の感染回避 
その他 

平成 30 427 - - -   - 

令和元 445 - - -   - 

2 641 373 139 0 10 119 

3 802 486 194 0 19 103 

4 1,171 588 299 0 97 187 
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1.000人あたりの

人数（全国）

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 

 

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

＜中学校＞ 

※理由別の内訳については、令和２年度から公表されている。 
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図表５－１２ 不登校生徒数の推移 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）不登校の要因 

学校に係る状況は、小・中学校、高等学校いずれも「いじめを除く友人関係をめぐ

る問題」が多く、本人に係る状況は、小・中学校、高等学校いずれも「無気力・不

安」が多数を占めている。また、家庭に係る状況は、小学校では 16.8％、中学校では

8.8％、高等学校では 6.4％と、年齢が上がるにつれて減少する傾向がある。 

図表５－１３ 不登校の要因（全国） 

＜小学校＞                                （単位：人） 

＜中学校＞                                （単位：人） 

＜高等学校＞                               （単位：人） 

 

 

 

 

 
※「主たるもの」については、「長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した児童生徒全員につき、主たる要因を一つ選択。 

※「主たるもの以外にも当てはまるもの」については、主たるもの以外で当てはまるものがある場合は、一人につき二まで

選択可。  

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 
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４ 高等学校における中途退学の状況 

（１）中途退学者数と割合の推移 

令和４年度の高等学校における中途退学者数は 318人で、前年度より 42 人減少し

た。全生徒数に対する割合は 1.1％で、全国平均の 1.4％と比べ 0.3 ポイント低くな

っている。 

 図表５－１４ 中途退学者数と中途退学率の推移 

（２）中途退学の理由 

中退の理由は、「学校生活・学業不適応」が最も多く、135 人となっている。前年

度に最も多かった「進路変更」は 58 人減少し、125人となっている。 

 

図表５－１５ 中途退学の理由の推移                 （単位：人） 
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資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 

H30 23 169 158 17 4 12 18 13 414

R１ 11 133 144 29 1 12 14 12 356

R2 5 96 155 23 0 9 14 18 320

R３ 7 111 183 15 2 13 10 19 360

R４ 1 135 125 19 0 17 11 10 318

家庭の事情 問題行動等
その他の

理由
合計

中退の
理由

学業
不振

学校生活・
学業不適応

進路変更
病気・けが・

死亡
経済的理由

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 
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５ 障がいのある子ども・若者の状況 

（１）身体障がい児・知的障がい児の数 

令和４年度の身体障がい児、知的障がい児の数はそれぞれ 536人、1,465 人とな

っている。 

 

図表５－１６ 身体障がい児※・知的障がい児※の数 
（単位：人）

 

※0 歳～18 歳までの子どもをいう。 

 

 

（２）県発達障がい者支援センターにおける相談件数 

相談件数は増減を繰り返しているが、令和４年度は前年比で 274 件の減少となっ

ている。 

図表５－１７ 県発達障がい者支援センターにおける相談件数の推移 
 （単位：件） 

 

障がい別・
障がい程度

視覚障がい
聴覚・平衡
機能障がい

音声・言語
機能障がい

肢体不自由 内部障がい 重度 中軽度

人員数・件数 12 66 6 315 137 396 1,069

合計

身体障がい児人員数 知的障がい児人員数

536 1,465

資料:山形県障がい福祉課、山形県発達障がい者支援センター 

資料：山形県障がい福祉課、山形県発達障がい者支援センター 

年度 平成30 令和元 2 3 4

発達障がい
相談延べ件数

1,733 1,356 1,383 1,650 1,376
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（３）特別支援学校在籍者数（国立を含む） 

特別支援学校（国立を含む）における在籍者数は、令和５年度は前年比で、19 人

減少した。そのうち、知的障がい特別支援学校に在籍する者が占める割合は、全体

の 85.4％である。 

 

図表５－１８ 特別支援学校在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（４）特別支援学級在籍者数 

小中学校における特別支援学級在籍者数は、年々増加している。そのうち、自閉

症・情緒障がい特別支援学級の在籍者数の占める割合は小学校、中学校ともに４割

を超えており、増加傾向である。 

 

図表５－１９ 特別支援学級在籍者数の推移 

 

資料：山形県教育局特別支援教育課「山形県の特別支援教育」 

資料：山形県教育局特別支援教育課「山形県の特別支援教育」 
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６ 少年非行の状況 

 ・用語説明 
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（１）非行少年等の概況 

犯罪少年は令和３年までは減少傾向にあったが、令和４年から増加に転じ、令和５年

は前年比で22人増加して122人となった。 

触法少年は、前年比で３人減少し62人、不良行為少年は、前年比で49人増加し466人

となった。 

図表５－２０ 犯罪少年等の推移                （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）犯罪少年（刑法） 

犯罪少年（刑法）のうち、自転車盗や万引きなどの「初発型非行」が比較的高い割合

を占めている。 

学職別では、高校生と中学生が高い割合を占める。令和５年は前年比で高校生が13人

増加し51人、中学生が13人増加し23人となっている。 

図表５－２１  犯罪少年（刑法）の状況 

【罪種別】                             （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 

 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 
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図表５－２２ 犯罪少年（刑法）の状況 

 

 

 

 

 

 

（３）犯罪少年（特別法） 

令和５年の犯罪少年（特別法）は13人で、前年から６人減少した。主なものは、県迷

惑防止条例が３人、軽犯罪法、児童買春・児童ポルノ法が各２人、県青少年健全育成条

例、不正アクセス禁止法が各１人となっている。 

学職別で見ると、令和５年は前年比で中学生が１人増加し、高校生は３人減少してい

る。 

図表５－２３ 犯罪少年（特別法）の状況 

【罪種別】                          （単位：人） 

  

【罪種別】 【学職別】 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 
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※令和３年までは、「大麻取締法」、「覚醒剤取締法」、「麻薬等取締法」はその他の特別法に含まれている。 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 
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6 2

0 0

2 2

0 7 8 2 0

令和５年令和４年令和２年 令和３年

県迷惑行為防止条例

令和元年

その他の特別法

大麻取締法

覚醒剤取締法

麻薬等取締法

県青少年健全育成条例

不正アクセス禁止法

児童買春・児童ポルノ法

児 童 福 祉 法

　　　　　    年別
 区分

総　　　数

軽　犯　罪　法
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軽犯罪法

2

15.4%

県迷惑行為

防止条例

3

23.1%

県青少年健

全育成条例

1

7.7%

児童買春・児童ポ

ルノ禁止法

2

15.4%

不正アクセ

ス禁止法

1

7.7%

その他

4

30.8%

R5
総数
13人

中 学 生

3

23.1%

高 校 生

4

30.8%

有 職

6

46.2%
R5

総数
13人

【学識別】                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表５－２４ 犯罪少年（特別法）の状況  

 

  

 

 

 

 

 

 

（４）触法少年（刑法） 

令和５年の触法少年（刑法）は、窃盗犯が 31人と最も多くを占め、前年比で８人増

加した。 

学職別では、中学生が前年比で６人増加している。 

 

図表５－２５ 触法少年（刑法）の状況 

【行為別】                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 

【罪種別】 【学職別】 

18 14 21 19 13

4 1 0 2 3

13 3 11 7 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 10 10 10 6

0 0 0 0 0

令和５年令和２年

大　学　生

無　　　職

高　校　生

令和元年 令和４年令和３年

中　学　生

有　　　職

その他学生

総　　　数

　　　　　年別
区分

66 39 50 51 57

0 0 1 0 0

19 7 13 18 11
40 22 30 23 31

自転車盗 1 0 0 2 1

万 引 き 33 19 26 16 26

0 1 0 1 0

1 3 1 1 1

6 6 5 8 14

令和５年令和２年 令和３年令和元年

凶　悪　犯

総　  　数

　　　　　年別
区分

粗　暴　犯

風　俗　犯

窃　盗　犯

そ　の　他

知　能　犯

令和４年

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 
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11

19.3%

窃盗犯
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風俗犯

1

1.8%

その他

14

24.6%

R5
総数
57人

【学識別】（単位：人） 

 

 

 

 

 

図表５－２６ 触法少年（刑法）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ぐ犯少年 

令和５年に、ぐ犯少年として家庭裁判所に送致された少年は０人、児童相談所に通告

された少年は３人だった。 

    

（６）不良行為少年 

令和５年は、行為別では、喫煙、深夜はいかい、飲酒が上位３位を占め、それぞれ 155

人（前年比＋47 人）、145 人（前年比＋６人）、70人（前年比＋16人）だった。 

学職別では、高校生が 210人と最も多く、前年比で 26人増加した。 

図表５－２７ 不良行為少年の状況 

【行為別】                           （単位：人） 

 

  

66 39 50 51 57

0 0 0 0 0

47 21 32 36 36

19 18 18 15 21

令和５年令和２年令和元年

小　学　生

中　学　生

未　就　学

　　　　　年別
区分

総　　　数

令和４年令和３年

小学生

36

63.2%

中学生

21

36.8%

 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 

【学職別】 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 

【行為別】 

R5 
総数 
57 人 

※令和３年までは、「薬物乱用」はその他に含まれている。 

553 560 462 417 466

61 46 57 54 70

75 114 94 108 155

1 5

21 16 13 16 6

1 0 7 11 7

53 25 27 31 23

14 10 3 6 9

224 206 167 139 145

12 9 12 13 6

11 5 5 2 9

0 8 0 1 2

2 1 0 2 2

79 120 77 33 27

令和元年 令和３年 令和４年令和２年 令和５年

不健全性的行為

不 健 全 娯 楽

そ　　の　　他

喫　　　　　煙

粗　暴　行　為

暴　走　行　為

飲　　　　　酒

総　　　　　数

不　良　交　友

　　　　　    年別
 区分

深 夜 は い か い

怠　　　　　学

無　断　外　泊

家　　　　　出

薬　物　乱　用
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小 学 生

3

0.6%
中 学 生

86

18.5%

高 校 生

210

45.1%

大 学 生

13

2.8%

その他学生

18

3.9%

有 職

91

19.5%

無 職

45

9.7%

R5
総数
466人

【学識別】                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

  

 

図表５－２８ 不良行為少年の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 

【行為別】 【学識別】 

資料： 山形県警察本部人身安全少年課 

飲酒

70 

15.0%

喫煙

155 

33.3%

粗暴行為

6 

1.3%
暴走行為

7 

1.5%

家出

23 

4.9%

無断外泊

9 

1.9%

深夜はいかい

145 

31.1%

怠学

6 

1.3%

不健全性

的行為

9 

1.9%

不良交友

2 

0.4%

不健全娯楽

2 

0.4%

その他

32 

6.9%

R5
総数
466人

552 560 462 417 466

0 0 0 0 0

13 6 15 17 3

65 42 35 52 86

268 308 232 184 210

32 20 27 15 13

25 12 9 13 18

116 133 90 98 91

33 39 54 38 45

令和５年令和２年 令和４年令和元年 令和３年

無　　　職

大　学　生

その他学生

有　　　職

高　校　生

未　就　学

小　学　生

総　　　数

　　　　　年別
区分

中　学　生
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７ いじめの状況 

令和４年度の小・中・高等学校・特別支援学校におけるいじめの認知件数は 12,393

件で、前年度に比べ 1,099件の減少となった。 

1,000人あたりの認知件数は 118.4 件で、前年度より 8.0 件減少しているが、依然

として全国平均を大幅に上回る状況となっている。 

各学校が初期段階のいじめも含め積極的に認知したことが、認知件数増加につな

がったと考えられる。 

図表５－２９ いじめの認知件数の推移                  （単位：件） 
✽（ ）内の数字は、全国平均  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度 小学校 中学校 高等学校 
特別支援 

学   校 
計 

 1,000 人あたりの

認知件数 

平成 30 7,765 2,133 503 95 10,496 91.7（40.9） 

令和元 9,975 2,493 456 73 12,943 115.7（46.5） 

2 10,363 1,773 263 46 12,445 114.0(39.7) 

3 11,075 2,078 274 65 13,492 126.4(47.7) 

4 10,009 2,096 226 62 12,393 118.4(53.3) 

※いじめの定義 

 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と

一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童

生徒が心身の苦痛を感じているもの。 

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、

いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。また、起こった場所は学校の

内外を問わない。 

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 

10,496 12,943 12,445 13,492 12,393 
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40.9 
46.5 
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認知総数（山形）

1000人あたりの

認知件数（山形）

1000人あたりの

認知件数（全国）
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平成30 令和元 2 3 4

（件/1,000人あたり）（件）

（年度）

発生件数（山形）

1000人あたりの

認知件数（山形）

1000人あたりの

認知件数（全国）

８ 暴力行為の発生状況 

令和４年度の小・中・高等学校・特別支援学校における暴力行為の発生状況は

182 件で、前年度比 87 件の大幅増となっている。児童生徒 1,000 人あたりの暴力行

為の発生件数は、本県 1.8件、全国平均 7.5 件で、どちらも前年度に比べ増加して

いる。 

図表５－３０ 暴力行為の発生件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 子どもの貧困の状況 

（１）子どもの貧困率（全国） 

令和３年の相対的貧困率（貧困線に満たない世帯員の割合）は 15.4％となってい

る。また、子どもの貧困率（17 歳以下）は 11.5％と、平成 30 年より 2.5 ポイント低

下した。 

一方、子どもがいる現役世帯（世帯主が 18 歳以上 65歳未満で子どもがいる世帯）

の貧困率は 10.6％となっており、そのうち、大人が一人（ひとり親世帯）の貧困率

は 44.5％となっている。 

図表５－３１ 貧困率の推移（全国）                （単位：％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

注１ 相対的貧困率とは、ＯＥＣＤの作成基準に基づき，等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で

割って調整した所得）の中央値の半分に満たない世帯員の割合を算出したものを用いて算出。 

２ 平成 27年の数値は、熊本県を除いたもの。 

３ 平成 30年からの「新基準」は、2015 年に改訂されたＯＥＣＤの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得 

から更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたもので 

ある。  

４ 大人とは 18 歳以上の者、子どもとは 17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が 18 歳以上 65 歳未満の世帯 

をいう。 

５ 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。 

新基準

相対的貧困率 16.0 16.1 15.7 15.4 15.7 15.4

子どもの貧困率 15.7 16.3 13.9 13.5 14.0 11.5

14.6 15.1 12.9 12.6 13.1 10.6

大人が一人 50.8 54.6 50.8 48.1 48.3 44.5

大人が二人以上 12.7 12.4 10.7 10.7 11.2 8.6

令和３
（新基準）

平成21年 24 27 30

子どもがいる現役世帯
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（２）生活保護の状況 

令和５年４月現在で、本県の生活保護の被保護世帯数は 4,777世帯、被保護実人員

は 5,605 人となり、令和元年４月に比べ 40 世帯の増加、157人の減少となっている。                                                

図表５－３２ 生活保護の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）就学援助をうけている児童生徒数 

小・中学校において学用品等の就学援助を受けている要保護及び準要保護児童生

徒数は、令和４年度は 5,188 人となり、全児童生徒総数の 6.93％を占めている。近

年は、全国の要保護・準要保護児童生徒割合の半分の水準で推移している。 

図表５－３３ 要保護・準要保護児童生徒割合の推移（学用品費等） 

 

 

 

 

 

 

 

  

4,737 4,812 4,806 4,850 4,777 
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5,000

6,000

7,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

令和元年４月 令和２年４月 令和３年４月 令和４年４月 令和５年４月

（人）（世帯）

被保護世帯数 被保護実人員

資料：厚生労働省「被保護者調査」 

 

資料：文部科学省「就学援助実施状況調査」 

 

5,631 5,420 5,491 5,392 5,188 
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- 41 - 

 

（４）子ども食堂（地域食堂）の実施箇所数 

県内で実施されている子ども食堂※の箇所数は、令和４年度で 60 箇所となってお

り、平成 30 年度の３倍となっている。 

全国の子ども食堂の実施箇所数は、近年 1,000 箇所前後で増加しており、令和４

年度は前年度比で 1,349 箇所増加している。 

 

 

図表５－３４ 子ども食堂実施箇所数の推移 

 

 

 

 

 

 

１０ 子どもの虐待の状況 

（１）児童虐待の状況 

令和４年度に虐待と認定された件数は655件と、前年度に比べて38件増加した。平

成30年度には500件を超え、令和元年度以降は600件を超えるなど、近年高い水準で

推移している。 

 

図表５－３５ 児童虐待の認定件数の推移 
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資料：山形県子ども家庭福祉課「山形県の児童虐待の状況」 

」 

資料：「山形県」は山形県子ども家庭福祉課、「全国」はＮＰＯ法人こども食堂支援センター・むすびえ及び地域

ネットワーク団体調べ  
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733
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655

0
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800
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平成30 令和元 2 3 4

(件）

(年度)

※ 子どもが１人でも安心して来られる無料又は低額の食堂。自治体等への届け出を要しない民間

活動であるため、上記は「把握できた」数値である。 
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（２）児童虐待の内容 

令和４年度の主な虐待者については、実母が 318 件で最も多く、次いで実父が 306

件となっている。また、虐待の種類は、心理的虐待が 366 件と最も多く、次いで身体

的虐待が 186件、ネグレクトが 98件となっている。 

 

図表５－３７ 主な虐待者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表５－３８ 虐待の種類の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：山形県子ども家庭福祉課「山形県の児童虐待の状況」 
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心理的虐待

（暴言・脅迫・無視）

ネグレクト

（養育の拒否・怠

慢）

身体的虐待

性的虐待

資料：山形県子ども家庭福祉課「山形県の児童虐待の状況」 
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299
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2
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令和元

平成30

（件）

（年度）

実母

実父

実父以外の父

実母以外の母

その他

（同居の親族等）

資料：山形県子ども家庭福祉課「山形県の児童虐待の状況」 
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１１ 自殺の状況 

（１）自殺者数の推移 

令和４年の自殺者数は 184 人で、前年に比べ 27 人減少した。全国の自殺者数は

21,252 人で、近年は 20,000人前後で推移している。 

 

  図表５－３９ 自殺者数の推移 

 

（２）男女別の自殺の状況 

令和４年の男女別の自殺の状況は、男性が 132 人、女性が 52 人で、男性の自殺者

数が全体の７割を占めている。若者（10代～30代）では、男性が 32 人（男性のうち

24.2％）、女性が 11 人（女性のうち 21.2％）となっており、全体の 23.4％を占めて

いる。 

 

図表５－４０ 年齢階級別・男女別の自殺の状況 
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資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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全国総数 山形県（総数） 山形県（男性） 山形県（女性）

資料：厚生労働省「人口動態統計」 


